
                             ５福薬発第１３９号 

                             令和５年７月２０日 

 
各地区薬剤師会会長 殿 
 

                  公益社団法人 福岡県薬剤師会 
                      会長 原口 亨    

 
令和５年毎月勤労統計調査特別調査への調査協力依頼について 

 
 このことについて、別紙のとおり、厚生労働省政策統括官から協力依頼があ

りました。 
 この特別調査は、指定された調査区域内で１～４名の常用労働者を雇用して

いる小規模事業者に対し、年１回、都道府県の統計調査員が８月から９月にか

けて事業所を訪問して実施されるもので、統計法に基づく「基幹統計調査」で

あり、事業所には回答義務があります。 
 該当区域内の会員薬局に対し、調査にご協力いただくよう周知をお願いいた

します。 
 

記 
 
 調査方法 
（１）調査区内の最新の事業所名簿作成 
   統計調査員が各事業所を訪問し、常用労働者数などを確認 
   ※統計調査員は必ず統計調査員証を携帯しています 
（２）特別調査の実施 

常用労働者数が１～４名である全ての事業所に統計調査員が訪問し、 
常用労働者ごとの性別、通勤、勤続年数、1 日の実労働時間数、決まって

支給する現金給与額などを調査 
 

以上 



 

 

                  日 薬 発 第 1 0 5 号 

令 和５年 ７月 18 日 

 

都道府県薬剤師会会長 殿  

 

日 本 薬 剤 師 会 

                       会長  山本 信夫 

 

 

令和５年毎月勤労統計調査特別調査への調査協力依頼について 

 

 平素より本会会務に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 標記につきまして、厚生労働省政策統括官（統計・情報政策、労使関係担当）より、

別添のとおり標記調査に対する協力の依頼がありましたのでお知らせいたします。 

 つきましては、当該地域の会員等にご周知下さいますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

 

以上 





一部抜粋（福岡のみ掲載）








































